


 
 

「安全マニュアル」の発行にあたって 

 

「安全マニュアル」は、日本国大使館が、韓国で生活されるみなさま方が日

常的な防犯をはじめ、事件・事故・災害などの緊急事態に備える上で、お役

に立てるよう作成した冊子です。 

 緊急事態には、地震・洪水といった自然災害のほか、軍事衝突・テロ、更

には大規模デモの発生や感染症の流行など、日常生活に大きな影響を与える

様々な事態が想定されます。朝鮮半島をめぐる情勢は北朝鮮の断続的なミサ

イル発射などが確認されており、不測の事態に対し警戒を怠らないようにす

る必要があります。また、近年の韓国における大規模デモや集会など、私た

ちが日頃から自らの安全を確保していくべき状況があります。本マニュアル

では、緊急事態に役立つ、「在留届」の提出や携行品・非常物資の準備ととも

に、韓国で利用可能な「災難安全ポータル」、「EMERGENCY READY APP」

といったサイト、アプリなども紹介しています。是非とも、このマニュアル

を身近に置いてご活用願います。 

 また、大使館の情報発信ツールとして、大使館日本語版Ｘ（旧ツイッター）

(@JapanEmb_KoreaJ)も活用していますので、フォローして頂ければ幸いで

す。 

 安全対策は、みなさまと協力して作り上げていくものです。この「安全マ

ニュアル」も同様です。我々の安全は我々が確保していくとの心構えの下、

今後も試行錯誤を続けていきます。「安全マニュアル」に対するご質問・ご意

見があれば、領事相談メール（ryojisodan.seoul@so.mofa.go.jp）にご連絡い

ただければ幸いです。 

 

                             在大韓民国日本国大使館領事部 
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1. 全般 

日本は世界の中でも治安の良い国の一つです。それゆえに、

日本での生活に慣れ親しんだ日本人が海外へ出向いた際、予

想もしない事件や事故に巻き込まれるケースが多く見受けら

れます。海外では、日本と違った危険も待ち構えており、常

に事件や事故等と隣り合わせの環境にいるといっても過言で

はありません。防犯対策については日頃から注意しておくこ

とが必要です。 
 

2. 基本的な心構え 
韓国の治安状況や犯罪の傾向や手口、法律や習慣を事前に

熟知しておくことで、多くの事件、事故を防ぐことができま

す。外務省の「海外安全ホームページ（http://www.anzen.m
ofa.go.jp/）」では海外安全情報を掲載していますので、治安状

況や安全対策等について日頃から情報を収集しておきましょ

う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

防犯の手引き 
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① 渡航先について十分な知識を 
韓国から他国へ旅行・出張する際

も、渡航先の治安状況、犯罪の傾向

や手口、法律や習慣を事前に調べ、

事件・事故に巻き込まれないように

しましょう。渡航前には、外務省の海外安全ホームペー

ジを参照し、渡航先の治安状況や安全対策等について必

ず情報を収集しておきましょう。また、外務省海外旅行

登録「たびレジ」に登録しておくことにより、渡航先の

最新の安全情報が受け取れますので、忘れず登録してく

ださい（「たびレジ」のサイト：https://www.ezairyu.m
ofa.go.jp/tabireg/）。 
このほか、外務省では「海外安

全アプリ」を配信しております。

「海外安全アプリ」は、海外にお

住まいの方や海外旅行・出張中の

方に、安全に関する情報をお届けすることを目的とした

アプリです。詳しくは、「海外安全アプリ」のホームペ

ージよりご確認ください（海外安全アプリ http://www.
anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html）。 

② 意識を「海外モード」に 
事前に収集した情報を、実際の危機回避に生かすため

には、意識を「海外モード」にして、注意を怠らないこ

とが重要です。韓国は、比較的安全・安心とされていま

すが、生活習慣や文化、考え方・意識の違いから犯罪や

トラブルに巻き込まれないようにしましょう。 
③ 自分と家族の安全は自分たち全員で守る 

犯罪等に巻き込まれないためには、「自分と家族の安全

は、自分たち全員で守る」との心構えが大切です。 
④ 予防が最良の危機管理 
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事件や事故、災害等に巻き込まれないように予防する

ことが、最善かつ最重要の危機管理であることを認識し、

予防のために必要な努力と経費を惜しまないようにしま

しょう。 
⑤ 安全のための三原則 

「安全のための三原則」とは、「目立たない」、「行動を

予知されない」、「用心を怠らない」ことを指します。こ

れは、当然のように思えますが、この三原則を守って生

活することは、そう簡単なことではありません。日本で

の行動形態や生活様式をそのまま海外に持ち込むと、本

人が意識しているか否かにかかわらず目立ってしまい、

自らを危険にさらすことになる場合もあります。 
 目立たない：必要以上に華美な服装や装飾品をつ

ける、現地ではあまり見かけないような目立つ車

に乗る、公共の場（飲食店、バーなど）で大きな

声で現地の悪口を言う、政治、宗教、文化、習慣、

生活環境などを批判することは、目立つばかりで

なく狙われる原因にもなるので、差し控えましょ

う。 
 行動を予知されない：行動のパターン化（通勤、

通学、買い物、娯楽、外食の際の移動ルートや時

間などの固定化）は、犯罪者やテロリストなどが

狙いやすくなりますので、移動の際のルートや時

間を含め、なるべくパターン化しないようにしま

しょう。 
 用心を怠らない：現地での生活に慣れてくると、

当初注意していた諸点を忘れがちになり、思わぬ

被害に遭うことがあります。現地の治安状況は、

予期せぬことが原因で大きく変化することもあり

ますので、家族等で気持ちを引き締める機会を定

期的に持ちましょう。 
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⑥ 住居の安全確保 
住居は生活の基盤であり、その安全を確保することは、

安全対策の中でも最も重要です。住居の安全が確保され

なければ、日常生活に大きな不安が生じ、仕事に集中す

ることもできなくなりかねません。住居の選択に際して

は、安全の確保に十分に配慮しましょう。 
⑦ 現地社会に溶け込むこと 

普段から、隣人や現地コミュニティなどと良好な関係

を築き、ネットワーク作りを心がけましょう。いざとい

う時に助けを得られやすくなるとともに、情報も入手し

やすくなります。円滑なコミュニケーションを図るため

にも、最低限の知識（非常時に必要となる現地の単語や

表現など）を得ておきましょう。隣人や現地コミュニテ

ィの「口コミ」情報は、重要な要素を含んでいることも

ありますが、「デマ」には注意しましょう。 
⑧ 精神衛生と健康管理 

生活環境や習慣の大きく異なる海外での生活は、長期

間にわたる緊張を余儀なくされる場面も多く、精神面、

肉体面の自己管理が重要です。体調の異変を感じたり、

精神的に不安を覚えたりした場合は、手遅れにならない

よう、早めに必要な診断等を受けましょう。 
 
3. 韓国における最近の犯罪発生状況 
（１） 最近の傾向 

韓国警察庁の統計によれば、韓国において多く発生してい

る犯罪類型は、詐欺などの知能犯罪、暴力犯罪、交通犯罪、

窃盗犯罪などです。 
（２） 主要都市・地域別の状況 

主要都市・地域別の犯罪発生件数は、京畿道、ソウル特別

市、釜山広域市、慶尚南道、仁川広域市の順となっています。 
（３） 日本人の被害・加害例 
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① 詐欺 
 飲食店で法外な料金を要求された。 
 カジノで知り合った日本人・外国人に

遊興費を借りたところ、法外な利息を

付加した金額の返金を求められた。 
 ネット上で知り合った韓国人に様々な名目で送金し

たが、その後、連絡が取れなくなった。 
 韓国人を名乗る人物とＳＮＳのやりとりを通じて知

り合いになり、恋愛感情や親近感を抱くうちに投資

に勧誘されるなどして詐欺の被害に遭った。 
② 暴行・傷害 

 飲食店で隣の客とトラブルとなり殴られた、または

殴ってしまった。 
 交通上のトラブルから暴行を受けた。 

③ 窃盗（置き引き・スリ） 
 食事中やチェックイン等の手続きのため、一時的に

所持品から目を離した隙に置き引きに遭った。 
 駅、市場、繁華街などでスリの被害に遭った。 
 サウナのロッカーやクラブ等の手荷物預所にカバン

等を預けたところ、盗難に遭った。 
④ 性犯罪 

 チムジルバン（韓国式のサウナ）で仮眠していたと

ころ、胸や体を触られた。 
 夜間、すれ違いざまに体を触られた。 
 ＳＮＳや現地で知り合った異性と飲酒し相手を信用

してついて行ったところ、店の個室に連れて行かれ、

わいせつな行為をされた。 
 路上で女性に声をかけ、肩を抱いて道を尋ねたとこ

ろ、警察に通報され、逮捕された。 
 クラブで女性の体に触れたところ警察に通報され、

逮捕された。 
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⑤ 強盗、ひったくり 
深夜、人通りの少ない路上で所持品をひったくられた。 

⑥ 無許可、無資格の美容エステ等のトラブル 
韓国警察によると、外国人観光客を相手に医療免許がな

いまま、不法な入れ墨（いわゆる「アートメイク」）の施術、

無資格のマッサージ師や観光ガイドの雇用などが検挙され

る事例として報告されています。 
⑦ その他のトラブル 

 「日本語はわからないだろう」との安易な考えから、

街中での不用意な会話が原因でトラブルになってし

まった。 
 韓国で美容整形手術をしたが、後遺症や金銭面でト

ラブルになっているとの相談事例や、美容整形手術

の結果、意識不明の重体となってしまった方の家族

から、滞在費用や治療費についての相談事例もあり

ます。 
 
4. 防犯のための注意事項 
（１） 住居・事業所等の対策 

住居・事業所等の選定に際し、立地条件や入居者の状況、

駐車場等を含め建物全体の警備・管理体制を事前に確認し

ましょう。 
また、事業所等においては、不審な者の来訪等を防止す

るため、以下の措置をとることをおすすめします。 
 建物の警備担当や警備会社による警備強化 
 訪問者のチェック体制の確認 
 事務室の出入り口の施錠（常に開放状態としない） 
 出入り口付近に可燃物をできるだけ置かない 
 消火器等の配備場所の確認 
 侵入された場合の退避ルート及び退避場所の確認 

（２） 生活上の対策 
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① 全般 
自宅周囲の環境、道路事情、地形などに慣れることが大

切です。万が一に備え、警察、消防、病院などの位置や連

絡方法、最寄りの知人宅の位置、連絡先なども確認してお

きましょう。 
日常の行動は、現地の習慣や価値観を考慮し、派手な生

活や現地の人々の反感を買うような行動は慎みましょう。

 自宅周辺で不審な徴候や疑わしいことがあった場合は、

直ちに警察、警備会社、アパートの警備員等に通報しまし

ょう。 
② 訪問者に対する注意 

 訪問者が来訪した際、アイスコープ等で訪問者や付

近に不審者がいないか確認しましょう。 
 親しい知人であっても、見知らぬ人が一緒の場合や

常識的でない時間帯に訪問があった際は注意しまし

ょう。 
③ 家族内での注意 

 普段から現地のニュースに関心を持ち、家族で安全

について話し合う機会を作りましょう。 
 子どもの通学路や遊び場の安全を確認し、必要に応

じて保護者自らが通学の送迎等を行いましょう。 
 来訪者に対する対応、電話での対応、保護者が不在

時の注意事項などを話し合っておきましょう。 
学校周辺、通学路、公園周辺の文具店、コンビニ、薬

局の中には、児童を危険から一時的に保護し、警察

に引継ぐ「児童安全守り家」に指定されている場所

があります。普段良く通る道の付

近に、以下のロゴのある場所があ

るか探しておきましょう。 
 

児童安全守り家のロゴ▹ 



安 全 マ ニ ュ ア ル 

- 8 - 

（韓国警察庁関連ホームページ：日本語対応あり） 
https://www.safe182.go.kr/cont/homeContents.do?
contentsNm=182_keeper_outline 

④ 電話について 
 自宅等の電話番号は必要な人以外に教えないように

しましょう。 
 警察、消防、病院、会社等、「緊急連絡先」を自宅の

わかりやすいところに貼り付けましょう。また、助

けを呼ぶための言葉を韓国語で伝えられるようにし

ましょう（５０ペ－ジ参照）。 
⑤ 鍵等の保管 

 合鍵を含め、所在や保管場所等、鍵の管理を確実に

行いましょう。 
 鍵を来訪者等の目の届く場所に放置しないようにし

ましょう。 
 自宅玄関が暗証番号を入力するドアの場合、開扉す

る際に周囲に他人がいないか注意するとともに、適

当な時期に暗証番号を変更しましょう。 
 合鍵を作成する際は、信頼できる業者に依頼すると

ともに、自宅の住所等を教えないようにしましょう。 
⑥ 外出に際しての注意 

 戸締まりを確実に行い、施錠漏れがないことを確認

する習慣をつけましょう。 
 夜間外出時や長期不在となる場合は特に注意しまし

ょう。 
 留守中に部屋の電灯等を付けておき、外部から留守

と思わせないようにすることも一案です。 
 鍵は常に携行しましょう。鍵を玄関周辺に隠すこと、

使用人等に預けておくことは望ましくありません。 
⑦ 長期間不在とする場合 

 警備会社のサービス等の活用を検討しましょう。 



安 全 マ ニ ュ ア ル 

- 9 - 

 職場の同僚や信頼できる人に自宅周辺の異常の有無

の確認のほか、郵便物を郵便受けに残したままにし

ないよう依頼しておきましょう。 
 火災予防にも注意しつつ、タイマーや感光式スイッ

チ等を使用し、住居内外の照明等が作動するように

しておくことも一案です。 
（３） 主な防犯対策 

治安が比較的安定し、「危険情報」が発出されていない場

合でも、日本人が事件・事故に巻き込まれるケースはあり

ます。スリ・置き引きなどの犯罪は、貴重品の管理方法、手

荷物の持ち方などの基本的な対応策で被害を防ぐことがで

きます。 
① 窃盗（スリ・置き引き） 

旅行者を含む日本人の置き引き被害は、繁華街、空港、

ホテル、駅等で多く発生しています。また、市場、地下鉄、

バスの車内などではスリによる被害も多発していますので

注意が必要です。 

 

【スリ】バックや上着、ズボンの後ろポケットなどの盗

まれやすいところには、貴重品を保管しないようにしま

しょう。また、乗り物やデパートなど、混雑している中

で、体が不自然に押されたり触られたりしたときは、す

ぐに所持品の確認をしましょう。 
 
【置き引き】犯罪者は、「犯行の標的」のスキを窺ってい

ます。貴重品の入ったかばん等は身につけて行動するよ

うにしましょう。また、施設のロッカーに荷物を預ける

際は、貴重品は預けることなく携帯し、短時間であって

もロッカーの鍵をかけずにその場を離れることのないよ

うに気を付けましょう。 
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② 性犯罪 
路上やマンションの共用場所で強制わいせつの被害に遭

うケースがあります。被害に逢わないために、身を守る手

段を知ることが大切です。 
特に、学校や勤務先から帰宅する時間帯に、イヤホンを

つけてスマートフォンを操作しながら一人で歩いている女

性が、いきなり背後から抱きつかれたり、帰宅した住人の

背後に接近し、オートロックを突破する「伴連れ」でマン

ションに立ち入られての被害があります。エレベーター内

や誰もいない階段、廊下などでは注意して行動しましょう。 

 
③  強盗 

注意をしていても、犯罪に巻き込まれることもあります。

海外では犯罪者の多くが凶器を所持しています。 
また、犯罪者はグループで犯行に及ぶこともあり、一見

単独に見えても近くに仲間がいる可能性が高いので注意

が必要です。 
 不審な者が敷地外等にいる場合 

不審な者が敷地の外や玄関の外にいる場合には、

直ちに警察、警備会社等に通報しましょう。 
 住居に侵入してきた場合 

避難室がある場合には、その部屋に避難し安全を確

保した後、電話等あらゆる手段を用いて警察、警備会

社、アパート警備員等に通報しましょう。また、不審

な者に遭遇した場合には、両手を上げ無抵抗の意思を

示します。顔を見られた不審な者は凶暴になるおそれ

「自分は大丈夫」という考えから、被害に遭うことも少

なくありません。犯罪から身を守るためには「正しい防犯

知識を身につけ、それを習慣づける」ことが大切です。 
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がありますので、顔を直視せず、できるだけ近づかな

いようにします。金品を要求された場合は、現金等を

ゆっくりとした動作で渡すようにします。 なお、そ

の際、後に警察に被害届を出すときに備え、犯行の状

況をできるだけ記憶しておくことが大切です。 

 
④  詐欺 

近年はインターネットを使った詐欺が社会問題になっ

ています。宅配照会、季節の挨拶、災害義援金などを装っ

たメールに含まれた出所不明のＵＲＬまたは、電話番号

をクリックしないようにしましょう。また、ＳＮＳを通じ

て知り合った者から韓国の人気アイドルグループのコン

サートチケットやグッズ等を購入するために代金を指定

された口座に振り込んだが、品物が届かず相手方とも連

絡が取れなくなった等の事例も多く発生しています。 

 
⑤  その他 

 遺失物 
タクシー、バス、地下鉄等の車内にバックや財布を

置き忘れるなど、不注意からパスポート、財布等を紛

失するケースが数多く発生しています。なお、韓国警

インターネットではお互いの顔が見えないことから、相

手が信用できるのか難しい場合が多く、注意が必要です。 

 夜間の行動は特に慎重にしましょう。夜間・早朝の必

要のない外出は極力避け、近い距離であってもできるだけ

交通機関を利用するようにしましょう。また、犯罪者は凶

器を所持している可能性が高いため、被害に遭った際は、

生命を第一に考えて行動しましょう。 
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察庁では、物をなくしたときの対処要領や警察に届け

られた拾得物の画像等を掲載した「ＬＯＳＴ１１２」

を運営しています（https://www.lost112.go.kr/manyL
anguage.do?langType=jp）。 

 
 コールバンや違法タクシー 

「ジャンボタクシー」（大型タクシー）に酷似した「コ

ールバン」や違法タクシーによる被害を未然に防止す

るため、以下の事項に注意しましょう。 
 外装はタクシーだが、「ＴＡＸＩ」或いは「 」

と書かれていないタクシーに乗車しない。 
 周知のタクシー会社がある場合は、事前予約する

ことを検討する。 
 客引きするタクシーは信用しない。 
 定められたタクシー乗り場、または比較的明るく

人通りの多い場所から乗車する。 
 乗車後には、ダッシュボード上に掲示されている

運転手の身分証明書が実際の運転手と同一人物で

あることを確認する。 

 

違法タクシーは、日本人観光客・団体などを目当てに営

業しているケースもあるようですので、乗車前に必ず確認

しましょう。万が一、違法タクシー等に乗車した場合は、

慌てずに早めに人通りの多いところで下車し、法外な料金

を請求された場合には、車両番号を控え、警察等に相談す

るようにして下さい。 

荷物から目を離さず、行動の節目では必ず所持品（貴重

品）を確認するよう心がけましょう。また、タクシーの精

算時に領収書をもらうと、遺失時の問合せに有効です。 
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5. 交通事情 
（１） 概要 

韓国では、自動車は日本と反対の右側通行です。路上でタ

クシーやバス等からの乗降、歩行・横断する際は十分に注意

してください。また、直進信号が赤の場合でも、多くの交差

点で車両等が右折してきます。 
都市部の大通りでは左折禁止の交差点が多くみられます。

また、バス専用レーン（青色の実線若しくは破線）が設定さ

れている場所もあり、取締りが頻繁に行われています。 
道路標識は、ハングルに併せて英語でも表記されているも

のの、慣れるまでは分かりづらい場合があります。 
交通法規も改正される場合がありますので、事前に確認す

るようにしましょう。 
（２） 交通マナー 

ソウル等の都市部では交通渋滞が激しく、また、交通法規

を遵守しない車両や二輪車等がみられるなど、自動車等の運

転に際しては細心の注意が必要です。また、歩行者の場合、

横に広がって歩く人々、横断歩道以外で道路を渡る人、信号

を守らない人、道路への急な飛び出しなどがあり、注意が必

要です。 
（３） 交通事故 

２０２３年の韓国における交通事故死亡者数は、２，５５

１人と前年（２，７３５人）に比べ減少しているものの、日

本（２，６７８人）と比較した場合、人口比において高い数

値で発生しています。 
交通マナーは以前よりかなり向上したものの、依然として

無理な割り込みなどの乱暴な運転等が見られます。賠償請求

の示談交渉等に難航する事例も散見されます。交通事故を起

こしたら、まず警察に通報し、警察官立会いの下、検証を求

めることが必要です。また、自身の運転の正当性を裏付ける
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ツールとして、ドライブレコーダー（韓国では「ブラックボ

ックス」と呼称）を装着することも有効な手段といえます。 
日本人が起こした交通事故について、その原因の多くは不

注意や道路事情についての不慣れ等が考えられます。運転す

る際は十分に注意しましょう。 
（４） 運転時・歩行時の注意事項 

生活習慣として、歩行者、車とも安全に対する配慮が日本

と異なりますので、運転時・歩行時ともにバス、タクシー、

乗用車、オートバイ等の動きには常に注意が必要です。 
運転時には、車の全席にシートベルトの着用が義務付けら

れています。着用していない場合、罰則が設けられています。

 また、運転中の携帯電話やスマートフォンの使用・閲覧は

禁止されており、いずれも違反者には反則金が科せられます。 
このほか、自転車の飲酒運転にも罰則が設けられています。

また、自転車運転時には、必ずヘルメットを着用するよう義

務付けられています。 
横断歩道にある歩行者用信号は比較的点灯時間が短いの

で注意が必要です。 
 

6. もしもトラブルにあったら 
海外に在住及び旅行される方の中には、不幸にして事故や犯

罪等に巻き込まれる方も少なくありません。このような中、我

が国の大使館や総領事館などの在外公館は、海外における日本

人の保護や安全対策のための任務に当たっています。特に、海

外で生命や身体が危険にさらされている日本人を保護すること

は、在外公館が優先する任務の一つです。 
在外公館では、皆様が海外で抱えている問題について、様々

な相談を受け付けるとともに、それらの解決に向けて努めてお

ります。しかしながら、外国にはそれぞれ独自の法制度があり、

その国の行政・司法手続きにしたがって解決を図る必要があり

ます。また、外国においては必ずしも日本国内と同様のサービ
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スや救済を受けられるとは限りません。在外公館の体制や権限

等の制約もあるため、在外公館ができることには自ずと限界が

あることから、問題解決のためには、皆様ご自身による努力も

必要となります。 
万が一、犯罪被害等のトラブルに巻き込まれたら、速やかに

「１１２」番通報（韓国警察：日本の「１１０」番通報に相当）

や最寄りの警察署で被害の届出をしてください。 
 

7. テロ対策 
２００１年９月に発生した米国同時多発テロ事件から２０年

以上が経過しました。邦人に対するテロ事件は、２０１３年１

月、アルジェリアで１０名の方の尊い命が犠牲となる痛々しい

事件が発生したほか、２０１６年７月、ダッカ（バングラデシ

ュ）で数名の武装グループが人質をとって籠城し、邦人が被害

に遭う事件が発生しており、テロの脅威に対しては、引き続き

注意することが必要です。 
韓国においては、１９８６年の金浦空港爆破事件以後、テロ

事件は発生していません。しかし、イラクやアフガニスタンへ

の軍隊の派遣を通じてイスラム過激派組織からは幾度となくテ

ロを警告されています。また、韓国は現在も北朝鮮と軍事的に

対峙している状態にあります。２０１０年１１月には北朝鮮に

よる延坪島砲撃事件が発生しているほか、２０１５年８月には

北朝鮮が韓国の京畿道漣川（ヨンチョン）郡に向けて砲撃を行

い、これに対して韓国軍が応射する事件が発生しました。また、

北朝鮮は２０２２年以降、前例のない頻度と態様で弾道ミサイ

ル等の発射を行っており、朝鮮半島情勢は引き続き予断を許さ

ない状況にあります。 
平素より、外務省が発出する「海外安全情報」や報道等によ

り、最新の治安情勢や関連情報等の入手に努めるとともに、日

頃から危機管理の意識を持つようにしましょう。特に、テロの

標的となりやすい場所（不特定多数が集まる場所、政府・軍・
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警察関係施設、観光施設等）を訪れる際には、周囲の状況に注

意を払い、不審な人物や状況を察知したら、速やかにその場所

を離れる等、安全確保に十分注意を払ってください。 
韓国におけるテロ警報及びその主な基準は、次のとおりとさ

れています。最新の警報発令状況については、韓国対テロセン

ターのホームページ（http://www.nctc.go.kr/nctc/index.do）で

確認できます。 
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 緊急事態とは、地震、洪水といった自然災害のほか、軍事衝突・

テロ、さらには大規模デモの発生、感染症の流行など、様々な事

態が想定されます。緊急事態が発生したとき、日本大使館及びソ

ウル・ジャパン・クラブ（ＳＪＣ）では全力で対応にあたります。

皆様ご自身でも責任をもって自己の安全確保に努めることが重要

ですので、心構え、緊急時の行動等について、日頃より確認して

おきましょう。 
 
1. 心構え 

緊急事態は、いつ発生するかわかりません。緊急事態に備え、

携行品等の準備をしておくとともに、家族や職場等で緊急時の

連絡方法等を、あらかじめ話し合っておきましょう。特に、日

頃より家族や、単身であれば親しい友人・知人に対して、自分

の居場所を連絡しておくよう心がけるほか、日本大使館に「在

留届」を必ず提出してください。緊急事態が発生した際の安否

確認は、「在留届」をもとに行います。住居や連絡先が変更とな

った方は「住所等変更届」を、また日本へ帰国することが決ま

った際には、「帰国届」を日本大使館に提出してください。 
緊急事態が発生する可能性が高まった際には、早期に国外へ

退避することも念頭においてください。そのためには、旅券の

有効期限を確認しておくとともに、いざというときに直ちに持

ち出せるよう準備してください。 
緊急事態が発生するおそれがある場合、日本大使館は邦人の

保護に係る情報収集、情勢判断や対応方針・計画等を策定し、

緊急事態への対応 
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メールやツイッター、緊急連絡網等を通じ、随時情報提供しま

す。皆様におかれましては、落ち着いて行動するとともに、テ

レビ、ラジオ等を通じて、情報収集に努めましょう。 
 

2. 平素の準備 
（１） 連絡体制の確立・整備 

① 日本大使館への在留届の提出 
在韓国日本国大使館は、自然災害などの際に、領事部

から在留届の連絡先（電話番号、メールアドレス、住所

等）に、邦人の皆様の安否確認を行うことがあります。

外国に住所又は居所を定めて３か月以上滞在する人は、

その地域を管轄する日本大使館又は総領事館に在留届を

すみやかに提出することが義務付けられています（旅券

法第１６条）。韓国での在留を始めたら、「在留届電子届

出システム（ＯＲＲnet）」から速やかに届出をお願いい

たします。 
また、在留届を既に出されている方は情報の更新につ

いてご確認をお願いします。特に就職や出産等により、

ご家族含め、変更があった方は、有効な緊急連絡先を再

確認してください。（配偶者やお子様の登録が無いケース

や、ご帰国時の帰国届が無いケースが散見されています。）

 大きな地震、洪水、山火事などの天災が発生したとき

「在留届」により現地に居住している方の安否確認がい

ち早く行えます。 
ご自身が在留届を出されたか不明な方は、当館でお調

べすることも出来ますので、メールアドレス（ryojisoda

n.seoul@so.mofa.go.jp）に、 
・在留届の対象者：外務太郎 
・生年月日：19xx/01/20 

・韓国国内の電話番号：010-xxxx-xxxx 
をご連絡ください。 
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在留届を紙で提出された方がオンラインに移行する場

合は、当館へのご連絡が必要となります。詳細は当館Ｈ

Ｐをご確認ください。 
② ＳＪＣ（ソウル・ジャパン・クラブ）への連絡 
ＳＪＣ会員は、ＳＪＣ事務局にて緊急連絡網を管理してお

りますので、緊急連絡網を確認するとともに、連絡先に変

更を生じた方は、下記へご連絡ください。 
ＳＪＣでは、緊急連絡網のほか、携帯電話のＳＭＳでも

緊急連絡を送信しますので、携帯電話番号をＳＪＣ事務局

にご登録願います。 
ＳＪＣ事務局 
電話：０２－７３９－６９６２・６９６３ 
FAX：０２－７３９－６９６１ 

 

  在留届、変更届、帰国・転出届の登録はこちらから 

 

https://www.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consulate_todoke.h
tml 

 

 

在留届の登録により、緊急時に以下の情報を受けることが

できます。 
 携帯電話：「ＳＭＳ」による安否確認（２９ページ）及

び緊急・安全情報 
 メールアドレス：「領事メール（一般メール）」による安

否確認（３０ページ）及び緊急・安全情報 
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（在留届１／２） 
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（在留届２／２） 
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 （住所等変更届１／２） 
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（住所等変更届２／２） 
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（帰国届） 
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（２） 情報収集 

平素から公共放送、インターネットなど各種情報媒体の有

効活用を図り、最新の情報を入手するように心がけましょう。

また、日本大使館及びＳＪＣでは、主に以下の手段を活用し

て情報提供していますので、ご活用ください。 
① ホームページ 

 
外務省海外安全ホームページ 

 
https://www.anzen.mofa.go.jp/ 

 
日本大使館ホームページ 

https://www.kr.emb-      

japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 
 

ＳＪＣホームページ 
 

http://sjchp.co.kr/ 
 

② 日本大使館公式Ｘ（旧ツイッター） 
  日本大使館では、公式Ｘ（旧ツイッター）（日本語版）

でも安全情報等を発信しています。日本大使館ホームペー

ジのトップページ「在大韓民国日本国大使館Ｘ（https://t
witter.com/JapanEmb_KoreaJ）」からフォローすること

ができます。 
③ アプリケーション（海外安全アプリ） 

海外で滞在される方に安全に関する情

報をお届けすることを目的としたアプリ

ケーションです。スマートフォンのＧＰ

Ｓ機能を利用し、現在地や周辺国・地域
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の海外安全情報を表示できるほか、任意の国・地域を「Ｍ

Ｙ旅行情報」機能から選択することにより、その国等の

海外安全情報が発出された場合に受信することができま

す。詳細は外務省海外安全ホームページをご覧ください。 
（https://www.anzen.mofa.go.jp/） 

④ その他 
ＮＨＫの海外放送（ラジオ）でも定期的に海外の安全情

報が提供されています。海外で電話やメールが使えない

状況に陥ることも念頭におき、情報収集の手段としてＮ

ＨＫ短波放送を聴取できる受信機を準備することは有効

です。「ＮＨＫワールド・ラジオ日本」のホームページは

以下のとおりです（https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ja
/japanese/radio_japan/）。 

（３） 一時避難場所・緊急避難場所の確認 
緊急事態が発生した際、日本大使館やＳＪＣより情報提供

します。自分の安全を確保し、情報収集に努めてください。

また、緊急事態に巻き込まれそうにな

った場合、一時的な避難場所につい

て、ご家族等で日頃から検討しておき

ましょう。自分がどのような状況（勤

務中、通勤途中、自宅に滞在等）でど

のような事態に巻き込まれる可能性

があるのかを想定し、それぞれのケー

スで避難場所等を予め検討しておき

ましょう。 
国民災難安全ポータル（http://www.safekorea.go.kr/idsi

SFK/index_web.jsp）には、韓国政府が指定する待避所が案

内されています。 
このほか、「EMERGENCY READY APP」のアプリケーションに

おいても、所在地から最寄りの待避所等を検索することがで
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きます。待避所には入口等に待避所のマークが標示されてい

ますので、確認しておきましょう。 
（４） 携行品・非常用物資等の準備 

① 旅券・現金等 
旅券、外国人登録証や現金等、必要最低限のものは、

直ちに持ち出せるよう、保管の状況を確認しておきまし

ょう。旅券や外国人登録証は身分を証明するものとして

必要ですので、有効期間を確認しましょう。 
② 備蓄物品 

緊急事態が発生した際、安易に移動するより自宅で待

機する方が良い場合があります。避難・退避する際の携

行品とともに、自宅で待機している間の非常用食料、飲

料水、医薬品等を備蓄しておくと良いでしょう。 
③ 避難・退避する際の携行品 

緊急事態が突発的に発生した際は、安全な場所に避難・

退避するための輸送手段が制限されたり、徒歩で移動す

る必要が生じたりすることから、避難・退避する際の携

行品の準備が必要です。携行品は、直ちに持ち出せるよ

う、まとめて保管しておきましょう。（※ 緊急時に備え

てのチェックリストを参照） 
④   短波・ＦＭラジオ 

外務省及び日本大使館では、邦人の安全・安心のため

に様々な手段を用いて各種情報提供を行うべく努めてい

ます。 
電話・インターネット等をはじめとする他の情報通信

手段が利用不可能となるような緊急事態が発生した際は、

ＮＨＫ国際放送「ＮＨＫワールド・ラジオ日本（https://
www3.nhk.or.jp/nhkworld/ja/japanese/radio_japan/）」
のニュースも有益です。なお、「ＮＨＫワールド・ラジオ

日本」の放送時間帯や周波数などは、国・地域によって
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異なりますので、上記のアドレスより、最新の情報を確

認してください。 
 

3. 緊急時の行動 
（１） 情報収集・安全確保 

緊急事態が発生した際には、流言飛語に惑わされることな

く的確な判断と行動を行うため、テレビ・ラジオ等から最新

情報の収集に努めてください。また、危険な場所に近づかな

いなど、ご自身の安全を第一に確保してください。状況によ

り、避難・退避のための集合場所等が連絡される場合もあり

ます。 
主な連絡手段は以下のとおりです。 

 ホームページ（外務省海外安全ホームページ、日本

大使館及びＳＪＣ） 
 領事メール 
 ＳＭＳ（ショート・メッセージ・サービス） 
 日本大使館公式ツイッター 
 ＮＨＫによる放送 
 ＳＪＣ緊急連絡網等 

（２） 安否確認 
緊急事態が発生した場合には、安否確認のため、「在留届」

または「たびレジ」に登録されている携帯電話に「ＳＭＳ（シ

ョート・メッセージ・サービス）」によるメッセージが送信

されることがあります（送付元番号００６－８５２－９６６

５－７３０４）。メッセージを受信した際は、本文にしたが

って返信してください。 
電話の転送機能を利用している場合、メッセージが届かな

いことや返信メッセージが送信できないことがありますの

で、事前に設定状況等をご確認ください。 
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ＳＭＳ（ショートメッセージサービス）による安否確認 
 

緊急事態が発生した際、邦人の皆さまの安否を確認すること

は最も重要です。韓国に在留する邦人の安否確認は、在留届に

登録された連絡先（電話、ＦＡＸ、携帯電話、メール）に対し

て行われます。携帯電話番号を登録いただくと、緊急事態時に

安否確認のメッセージが携帯電話に送信されます。 
（ＳＭＳ送信元番号） 

SK Telecom ユーザー  00685296657304 

KTF ユーザー     ＋85296657304 

LG Telecom ユーザー  ＋85296657304 

日本大使館では、皆さまの回答をもとに、安否を確認します。 
日本大使館から直接安否確認させていただく場合がありま

すので、携帯電話を通話可能な状況にしておいてください。 
 
メッセージの例 
 

 
 

 
 
 
 
在留届を提出いただいてから携帯電話番号等が変更となっ

た場合には、速やかに「帰国届・住所等変更届」を日本大使館

にご提出願います。 

在韓国日本国大使館の邦人安否確認です。 
頭文字で返信してください。 
A 家族全員安全 
B 傷病者あり 
C 本人傷病 
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また、さらに詳しい状況を把握するために、領事メール

やＳＭＳ、インターネットを利用したアンケートを通じて

安否確認を行うこともあります。なお、インターネットを

利用したアンケート方式の安否確認は、次のとおりです。 

 
いずれにしましても、緊急事態が発生した際に安否確認

を行うためには、メールアドレスや携帯電話番号が必要に

なりますので、「在留届」または「たびレジ」への登録をお

願いします。 
緊急事態が発生した際、日本大使館には各種照会が殺到

し、電話が通じにくくなる状況になることが懸念されます。

電話回線を確保する観点から、ＳＪＣ会員の皆様はＳＪＣ

連絡網にある班長・委員長等の順で、またその他の団体・

組織に所属している方は、同団体・組織を大使館に届け出

ていただき、同団体組織を通じてお問い合わせください。 

インターネットを利用したアンケート方式による安否確認 
 

1. 「在留届」または「たびレジ」に登録されたメールアド

レスにメールが送付されます。 
2. 送付されたメールに掲載されているＵＲＬをクリックす

るとＷＥＢ上のアンケートページに移動します。アンケ

ートの質問事項には、氏名、生年月日、旅券番号、現在

の所在場所、安否状況などが想定されます。 
3. アンケートに回答を入力後、返信ボタンを押して送信す

れば完了です。なお、回答内容により、電話、メール、

ＳＭＳ等を通じ、日本大使館より回答者に対して連絡が

行われることがあります。 
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（３） 避難・退避の行動等 
領事メールと外務省から発出される「海外安全情報（危険

情報）」等に留意してください。「危険情報」（渡航中止勧告

及び退避勧告）における対応の目安は以下のとおりです。 
 

①  「渡航はやめてください（渡航中止勧告）：レベル３」 
この段階では、個人や企業等の判断により、日本への

退避（帰国）等が行われることになります。高齢者、幼

児、傷病者等は早めに退避（帰国）されるのが良いでし

ょう。 
輸送手段は、主に定期航空便になりますが、空席の状

況や居住地の地理的状況により、海路となる可能性もあ

ります。 
②  「退避してください。渡航は止めてください（退避勧

告）：レベル４」 
定期航空便が欠航または十分な座席が確保できない場

合、日本大使館やＳＪＣでは邦人の皆様の退避のために、

必要に応じ、チャーター便等のその他の輸送手段を確保

すべく努めます。 
なお、そのような状況下においては、可能な限り大使

館員が皆様の出国に対する支援を行いますが、空港等が

閉鎖される前に退避することが重要です。 
③  空港等が閉鎖された場合 

空港等が閉鎖される等、出国が困難となった場合には､

次のような対応になるものと想定されます。 
（イ） 自宅や待避所での待機 

次のような場合に自宅や付近の待避所で待機する

ことが想定されます。 
 外出が禁止された場合 
 外出（集合場所への移動等を含む）が危険と判

断される場合 
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 安全地域への移動方法等が確定していない場

合 
待避所は、国民災難安全ポータルサイト（韓国語：

http://www.safekorea.go.kr/idsiSFK/index_web.js
p）にて、韓国政府が指定する待避所が案内されてい

るほか、現在地から周囲の待避所を検索できるアプ

リケーション「EMERGENCY READY APP（英語版）」）も

ありますので、あわせてご活用ください。 
（ロ） 安全地域への避難 

安全地域への避難方法は、安全性、輸送容量等を

総合的に判断し決定されます。集合場所等は、日本

大使館等から携帯電話、領事メール（一般メール）、

ＳＭＳ、Ｘ（旧ツイッター）等を使用して情報提供

する予定ですので、日本大使館との連絡・情報入手

手段を確保してください。なお、大使館からの領事

メールは在留届に記載のメールアドレスに、ＳＭＳ

は在留届に記載の電話番号に届きます。メールアド

レスや電話番号を変えたときには、その都度、在留

届も修正していただきますようお願いいたします。 
（ハ） 留意事項 

 しばらく集合場所にて待機することも予想さ

れます。旅券や外国人登録証のほか、退避に必

要な携行品を持参してください。 
 集合場所には、可能な限り大使館員を配置す

るようにいたしますので、現地では、館員の指

示・誘導にしたがってください。 
 自己及び家族の生命・身体の安全を第一に考

えて行動してください。 
（４） 退避（帰国）後の連絡 

在留届を提出されている方が、日本に退避（帰国）された

際には、速やかに外務省海外邦人安全課（外務省代表：０３
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－３５８０－３３１１）または在韓国日本国大使館領事部

（領事部代表：＋８２－２－７３９－７４００）に連絡をお

願いいたします。 
帰国された旨の連絡がない場合、日本大使館では帰国され

た方も含めて安否確認をすることとなります。行方不明とし

て取り扱われる場合があるほか、現地に残っている方の安否

確認に遅れが生じるおそれがあります。帰国時は、帰国届を

ご提出いただきますようお願いいたします。 
 
4. その他 
（１） 「民防衛」について 

韓国においては、「民防衛」と呼ばれる訓練が定期的に行

われています。 
「民防衛」とは、非常事態（戦時・事変またはこれに準ず

るもの）、統合防衛事態（敵からの浸透・挑発や脅威に対応

するもの）、災難事態から住民の生命と財産を守るため、政

府の指導のもと、住民が遂行しなければならない防空、応急

的な防災・救助・復旧及び軍事作戦上の支援など、全ての自

衛的活動とされております。民防衛の訓練は、全国規模で行

われるもののほか、地域ごとに行われるものもあります。詳

細は、国民災難ポータルサイト（http://www.safekorea.go.
kr/idsiSFK/index_web.jsp）にてご確認ください。 

（２） 感染症等への対策 
感染症はどのように感染が広まるのか、流行を予測するこ

とは困難であり、引き続き注意が必要です。日頃より関係機

関による発表、日本大使館やソウル・ジャパン・クラブ（Ｓ

ＪＣ）からの情報提供のほか、報道等に留意してください。 
感染症の流行時には、手洗いやうがいの励行、人混みを避

ける、マスクの着用などの予防措置を講じるとともに、医療

機関や予防接種等に関する情報収集に努め、感染が疑われる

場合には、速やかに医療機関を受診するようにしてください。
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また、近年、黄砂やＰＭ２．５等をはじめとする微小粒子状

物質による高濃度の大気汚染が発生しています。報道や韓国

環境公団ＨＰ（https://www.airkorea.or.kr/eng）等により、

最新情報の入手に努め、高濃度の大気汚染が発生している際

には、できるだけ外出を控えるとともに、外出する時にはマ

スクの着用等を心がけてください。 
（３） ソウル日本人学校 

緊急事態が発生した際、下校や休校などの措置がとられる

こととなりますので、学校からの連絡にしたがってください。 
（４） ポータルサイト等 

韓国政府（行政安全部）の国民災難ポータルサイト（http:
//www.safekorea.go.kr/idsiSFK/index_web.jsp）では、「国

民行動要領」等が掲載されておりますので、ご確認ください。 
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 連絡先やホームページ等は、変更される場合があります。あら

かじめご了承ください。 
 
（１）日本大使館・総領事館 

 

各種資料 
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開館時間外（休館日を含む）は、緊急電話代行サービスに自動転

送（日本語対応）され、必要に応じて担当領事が対応します。 
 このほか、外務省においても電話での問合せや窓口相談を行っ

ています。 
【外務省領事サービスセンター】 
０３－３５８０－３３１１（内線 ２９０２・２９０３） 
平日午前９時～１２時３０分及び午後１時３０分～午後５時 

 
（２）緊急連絡先 
 

 
 
（３）病院・医療に関する相談 
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（４）日本語が通じる医療機関 
 
● ソウル地区 
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● 京畿道地区 

 
● 釜山地区 
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● 済州地区 

 
● その他 
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（５）生活等に関する相談 
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（６）韓国内の空港 

 

● 仁川空港 

  



安 全 マ ニ ュ ア ル 

- 44 - 

● 金浦空港 

 

● 金海空港 
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（７）航空会社 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（８）海運会社 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日本から韓国内へ、韓国から日本国内の事務所へかける場

合は、それぞれ国番号が必要です。 
※ 航路の変更や運休等の状況については、各海運会社へお

問合せください。 
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（９）遺失物相談 
 
● ソウル地区 

 
● 主要な鉄道遺失物センター 
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● 釜山地区 

 
● 済州地区 

 
 
（１０）保険会社 
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（１１）カード会社 
 

 
「+81」は日本にアクセスするための日本の国番号です 
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（１２）トラブルにおける韓国語 
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（１３） 海外安全情報 
海外安全情報は、渡航・滞在にあたって特に注意が必要

な場合に発出される情報です。最新の現地治安情勢を踏ま

え、「危険情報」、「スポット情報」、「広域情報」、「安全対

策基礎データ」、「テロ・誘拐情報」を発出しています。 

 
 「危険情報」の目安について 
「危険情報」は、渡航・滞在にあたって特に注意が必要と

考えられる国・地域に発出される情報で、その国の治安情勢

やその他の危険要因を総合的に判断し、それぞれの国・地域

に応じた安全対策の目安をお知らせするものです。 
「危険情報」では、対象地域ごとに下記４つのカテゴリー

による安全対策の目安が示されるほか、地域ごとの詳細な治

安情勢や具体的な安全対策などのきめ細かい情報を掲載して

います。 
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「危険情報」は、その国・地域毎の治安情勢を総合的に判

断した上で発出するものであり、あらゆる状況に適用される

ような厳密な発出基準はありませんが、日本人の「生命・身

体」に対する脅威を一つの重要なポイントとしており、中・

長期的な観点から発出されます。 
すなわち、ある国・地域において、日本人の「生命・身

体」に危害を及ぼす事案が現実に存在し、それがある程度継

続的に発生している場合、または、治安等の悪化により、日

本人の安全にとり何らかの悪影響が及ぶ可能性がある場合に

は、その国・地域に対し「危険情報」を発出し、渡航・滞在

者に注意を呼びかけることとしています。また、事態の重大

性如何によっては、「危険情報」の中で「渡航の延期」や

「退避勧告」を呼びかけることもあります。 
 
「危険情報」の発出対象と安全対策 
「危険情報」は、全ての在留邦人及び邦人渡航者を対象と

して発出していますが、「危険情報」のレベル別の分類及び

その内容は、渡航先の国・地域の情勢について、また、安全

対策や危険回避のための対策について、必ずしもいずれの面

でも専門家ではない、一般的な日本人の個人渡航者を対象と

することを想定して構成されています。  
「危険情報」において各国・地域をレベル別に分類してい

るのは、危険の度合いを概念的にわかりやすく区分するため

の工夫であり、必ずしもある国・地域における事件や事故の

発生の頻度が別の国・地域より高いといった統計的な比較に

基づくものではありません。これは，海外滞在者や渡航者が

想定すべき危険の類型が、政情不安、暴動、内戦、テロ、一

般犯罪、自然災害といった、多岐にわたりかつ危険の度合い

も様々な要因に基づくものであるため、国・地域毎の単純な

比較が出来ないためです。  



安 全 マ ニ ュ ア ル 

- 53 - 

また、滞在者・渡航者自身の安全対策に関する知見や能力

も、対象となる国・地域毎に異なることが想定されます。さ

らに，安全対策のための知見や能力も限定的な個人渡航者

と、最新情報や専門的知識に基づき組織的な安全対策を講じ

ている旅行会社による企画旅行、さらには機関や企業による

派遣事業との間でも、渡航すべきか否かの判断や、渡航する

場合に取るべき安全対策の内容も異なってくることが想定さ

れます。  
「危険情報」の活用に当たっては、この「危険情報」が上

記の前提に基づいて構成されていることを念頭においてご利

用ください。また、それぞれの国・地域における情勢につい

ては、「危険情報」のみならず、スポット情報、安全対策基

礎データ、テロ・誘拐情勢、感染症危険情報 
等において可能な限り詳細に記述していますので、「危険

情報」と併せて参照してください。 
 
「危険情報」が発出されていない国・地域について 
「危険情報」が発出されている国への渡航に当たっては、

当然十分な安全対策が必要ですが、「危険情報」が発出され

ていない国や地域についても、「危険情報」が発出されてい

る国・地域と比べれば比較的安全と評価されてはいるもの

の、その国・地域への渡航の危険がないことを意味するもの

ではありません。  
「危険情報」の他にも、「広域情報」や「スポット情報」

として、突発的な事件・事故，テロの脅威，自然災害等に関

する情報を掲載しておりますので、渡航先の国・地域の最新

情報をご参照ください。 
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（１４） 待避施設 

  韓国内における主な待避施設を紹介します。国民災難安

全ポータル（http://www.safekorea.go.kr/idsiSFK/index_
web.jsp）においても、政府が指定する待避所の全てを検

索することができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（参考：国民災難安全ポータル画面例） 
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また、前述のアプリケーション（「EMERGENCY READY AP

P（日本語対応あり）」）を利用すると、スマートフォンで自

身の現在地周辺の待避所を検索することもできます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（参考：アプリケーション画面例）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（参考：ソウル特別市ホームページ

「民防衛待避所）） 
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主要待避施設 

最新の待避施設に関する情報は、韓国国民災難安全ポータル

（www.safekorea.go.kr）で、ご確認ください。 

施設名 住所 規模 収容人数

江南区庁 地下１階 江南区鶴洞路４２６ 1422㎡ 1723人

江南区民会館 地下１～３階 江南区三成路１５４ 5319㎡ 6447人

江東区庁本庁舎及び第２庁舎 地下１階 江東区城内路２５ 2196㎡ 2661人

江東慶熙大学病院本館棟 地下１階 江東区東南路８９２ 17914㎡ 21713人

江北区庁 地下１階 江北区道峯路８９キル１３ 1488㎡ 1803人

彌阿洞複合庁舎 地下１階 江北区ソルメ路４９キル１４ 2712㎡ 3287人

江西区庁 地下２階 江西区禾谷路３０２ 770㎡ 933人

梨大ソウル病院 地下駐車場１～６階 江西区空港大路２６０ 75008㎡ 90918人

冠岳区庁庁舎 地下１～２階 冠岳区冠岳路１４５ 4432㎡ 5372人

ソウル大学農業生命科学大学 地下駐車場１～２階 冠岳区冠岳路１ 6773㎡ 8209人

九宜２洞複合庁舎 地下駐車場１～３階 広津区千戶大路１３６キル５５ 3126㎡ 3789人

建国大学セチョンニョン館 地下２階 広津区陵洞路１２０ 9125㎡ 11060人

九老区庁本館 地下１階 九老区カマサン路２４５－０ 1323㎡ 1603人

高麗大学九老病院新館 地下駐車場３階 九老区九老洞路１４８－０ 2645㎡ 3206人

衿川区庁 地下１～２階 九老区始興大路７３キル７０ 10190㎡ 12351人

衿川文化体育センター 地下駐車場１階 衿川禿山路５４キル１８８ 4243㎡ 5143人

蘆原区庁 地下駐車場１階 蘆原区蘆海路４３７ 4500㎡ 5454人

蘆原乙支大学病院 地下駐車場２～４階 蘆原区ハングル碑石路６８ 14000㎡ 16969人

道峯区庁 地下駐車場１～２階 道峯区マドゥル路６５６ 15947㎡ 19329人

ソウル北部地方検察庁 地下駐車場１階 道峯区マドゥル路７４７ 9560㎡ 11587人

東大門区庁 地下駐車場１～２階 東大門区千戸大路１４５ 12021㎡ 14570人

東部市立病院 地下駐車場１～２階 東大門区無学路１２４ 11580㎡ 14036人

銅雀区庁 地下１階 銅雀区チャンスンベギ路１６１ 1286㎡ 1558人

中央大学病院中央館 地下駐車場１～３階 銅雀区黒石路１０２ 25870㎡ 31357人

麻浦区庁 地下駐車場１階 麻浦区ワールドカップ路２１２ 18202㎡ 22063人

合井洞住民センター 地下２階 麻浦区ワールドカップ路５キル１１ 7943㎡ 9627人

西大門区庁 地下１階 西大門区延禧路２４８ 1422㎡ 1723人

セブランス病院 地下１～３階 西大門区延世路５０－１ 46714㎡ 56623人

瑞草区庁庁舎 地下１階食堂 瑞草区南部循環路２５８４ 2203㎡ 2670人

ソウル聖母病院 地下駐車場１～５階 瑞草区盤浦大路２２２ 5800㎡ 7030人

城東区庁 地下駐車場１～２階 城東区古山子路２７０ 17682㎡ 21432人

漢陽大学大運動場 地下駐車場１階 城東区往十里路２２２ 13016㎡ 15776人

城北区庁 地下１～４階 城北区普門路１６８ 11611㎡ 14073人

高麗大学理科大学ハナスクエアー 地下駐車場２～３階 城北区高麗大路２２キル６－７ 15559㎡ 18859人

松坡区庁 地下駐車場１～２階 松坡区オリンピック路３２６ 4425㎡ 5363人

ソウルアサン病院東館地下駐車場（新館含む）２～５階 松坡区オリンピック路４３キル８８ 61343㎡ 74355人

陽川区庁 地下駐車場１～２階 陽川区木洞東路１０５ 3855㎡ 4672人

梨花女子大学付属木洞病院 地下１～２階 陽川区安養川路１０７１ 9705㎡ 11763人

永登浦区庁 地下２～３階 区永登浦区堂山路１２３ 553㎡ 670人

楊平２洞住民センター 地下１～３階 永登浦区仙遊路４７キル３０ 4509㎡ 5465人

龍山区庁 地下２～５階 龍山区緑莎坪大路１５０ 17737㎡ 21499人

国立中央博物館 地下１～２階 龍山区西氷庫路１３７ 17787㎡ 21560人

恩平区庁本館 地下１階 恩平区恩平路１９５ 926㎡ 1122人

恩平区民体育センター 地下１～２階 恩平区津寬１路４０ 3722㎡ 4511人

韓国放送通信大学本館 地下駐車場１階～３階 鍾路区大学路８６ 13159㎡ 15950人

成均館大学６００周年記念館 地下２～４階 鍾路区成均館路２５－２ 6815㎡ 8260人

ソウル特別市庁 地下１～４階 中区世宗大路１１０ 2021㎡ 2449人

中区庁 地下１～３階 中区昌慶宮路１７ 1448㎡ 1755人

中浪区庁 地下駐車場１階 中浪区烽火山路１７９ 4840㎡ 5866人

ソウル医療院 地下駐車場１～３階 中浪区新内路１５６ 45542㎡ 55202人
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【退避施設】 
 インターネットが使えない環境など、いざというときに備えて、ご自

宅や、よく立ち寄る場所の近くの退避施設をメモしておきましょう。 
国民災難安全ポータル（http://www.safekorea.go.kr/idsiSFK/index_w

eb.jsp）や、アプリケーション（「EMERGENCY READY APP（日本

語対応あり）」）を利用すると、スマートフォンで自身の現在地周辺の待

避所を検索することができます。 
 

 自宅住所：                                     

                                              

                                              

 退避施設：                                     

 退避施設：                                     

 退避施設：                                     

 退避施設：                                             

 退避施設：                                             

 退避施設：                                            

 退避施設：                                       
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（１５）緊急時に備えてのチェックリスト 
① 旅券 

 旅券については、６か月以上の残存有効期間があること

を常に確認しておいてください（残存有効期間が６か月

以下の場合や近く６か月を切る場合には、在留先の在外

公館にて旅券の切替発給を申請してください）。 
 旅券の最終ページの「緊急連絡先(ＥＭＥＲＧＥＮＣＹ 

ＣＯＮＴＡＣＴ ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ)」も記載して

ください。 

 旅券とともに外国人登録証、滞在許可証等はいつでも持

ち出せる状態にするとともに、出国や再入国に係る許可

は常に有効な状態としておくことが必要です。 
② 現金、貴金属、貯金通帳等の有価証券、クレジットカード 

緊急時には、旅券とともにすぐに持ち出せるよう保管してく

ださい。現金は家族が十分に生活できる外貨及び当座必要な現

地通貨を予め用意しておきましょう。 
③ 自動車等の整備 

 自動車を保有されている方は、整備しておくようにしま

しょう 
 燃料は十分に入れておきましょう 
 車内には、懐中電灯や地図、簡易トイレ、ティッシュ等

を備えておきましょう 
 自動車を保有していない方は、自動車を保有している人

に、必要な場合に同乗できるよう相談しておきましょう 
④ 携行品の準備 

避難場所への移動を必要とする状況に備え、上記①～③のほ

か、下記の携行品を準備し、すぐに持ち出せるようにしておきま

しょう。なお、退避時の航空機内への持ち込み制限を考慮し、携
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行品は最小限にまとめておくようにしましょう。機種によって

は、１０kg 程度にまとめておくことを求められる場合もありま

す。 
また、ハードタイプのスーツケースは極力避け、背負えるバッ

ク等が良いでしょう。 
 衣類、着替え 

長袖・長ズボンが良い。動きやすく、華美でないもの。

麻、綿等、吸湿性、耐暑性に富む素材がよいでしょう。 
また、地域や季節に応じ、防寒着や毛布類を持参するとよ

いでしょう。 
 履き物 

動きやすく、靴底の厚いもの 
 洗面用具 

タオル、歯磨きセット、石けんなど 
 非常用食料 

自宅待機になることも想定し、米、調味料、缶詰類、イン

スタント食品、粉ミルクなどの保存食及びミネラルウォー

ター等、家族が十分に生活できる量を準備しておきましょ

う。一時避難のため、他の場所へ移動する際には、３日分以

上を携行するようにしましょう。 
 医薬品 

家庭用常備薬のほか、常用する薬（必要に応じて医師の

薬剤証明書等）、救急キット（外傷薬、消毒薬、衛生面、包

帯、絆創膏など）、マスクなど 
 ラジオ 

ＦＭ放送やＮＨＫ国際放送を通じ、安全情報を提供する

 場合があります。ＦＭ放送が受信でき、ＮＨＫ海外放送（ラ

 ジオ・ジャパン）、ＢＢＣやＶＯＡ（ボイス・オブ・アメリ
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カ）等の短波放送が受信できる電池使用や手回しなどで蓄

電可能なラジオ受信機がよいでしょう。予備電池も忘れな

いようにしましょう。 
 その他 

懐中電灯、予備電池、ライター、ローソク、マッチ、ナ

イフ、缶切り、栓抜き、紙製の食器、割り箸、固形燃料、簡

単な炊事用具、ヘルメット、防災頭巾など 
 ペット 

緊急事態が発生した際、ペットとともに退避することは、

退避先での手続きや、航空機等への搭乗における制約等か

ら、困難となることがあります。ペットがいる方は、公共輸

送機関が動いている間に、早めに退避するか、現地の方に託

すなどするようにしましょう。 
  



安 全 マ ニ ュ ア ル 

- 61 - 

（１６） 国民行動要領 
韓国政府においては、「外国人のための非常時避難マニュアル」

や「非常時国民行動要領」等が公表されており、主なものを紹介し

ます。 
 
知っておくべき情報 
① 状況把握及び連絡の維持 

 デマや偽情報に動揺せず、韓国政府の放送（テレビ、ラジオ）

を聴取し、案内にしたがって行動すること 
 大使館や招聘者、雇用主、知人等と定期的に連絡し、状況を正

確に判断すること 
 旅行、ショッピング、公演観覧など、外部での活動をできるだ

け控え、居住地や勤務先等を中心に生活すること 
② 帰国または滞在の決定 

 非常時、本人が所属している企業、学校、招聘団体等と相談し、

大使館の案内により滞在または帰国を決定すること 
 帰国時、大使館、韓国政府から案内する空港や港湾を利用する

こと 
 滞在する場合、外国人登録をしていない者は大韓民国出入国管

理事務所に在留申告をすること 
③ 非常時の待避所 

 大韓民国政府は非常時に備え、全国に約２４，０００か所の待

避所を設置 
（地下鉄駅、地下駐車場、大規模な建物、地下室など、待避所の

表示がなされた地下施設） 
 平常時に家族や企業の同僚等とともに、家・職場付近の最寄り

の待避所及び移動経路を確認すること 
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 家族には、待避所の位置、移動経路等を記した略図をあらかじ

め作成し、定期的に教育すること 
④ 非常時の警報 

 韓国政府は緊急事態を迅速に伝達するため、全国規模の警報シ

ステムを運営（※「民防衛警報の信号」を参照） 
 警戒警報発令時の行動要領：退避準備 

 外出中：企業等の非常退避担当者、学校、民防衛隊員の

案内により退避を準備 
 家庭：爆発・火災のおそれがあるガスの元栓を閉め、コ

ンセントを抜き、食料や飲料、医薬品等の非常用物資の

準備・確認 
 空襲警報発令時の行動要領：待避所へ迅速に退避 

 外出中：車両は道路の右側または空いたスペースに停車さ

せ、速やかに最寄りの待避所へ移動する 
 家庭：お年寄りや子ども、体の不自由な人をまず退避させ、

準備した非常退避物資をもって速やかに最寄りの待避所

へ移動する 
※ 夜間、光が外に漏れないよう全て消灯するか、カーテン等で遮蔽

すること 
⑤ 韓国政府への協力 

 民防衛の表示がなされた帽子、上着（黄色）を着用した民防衛

隊員の案内・指示に最大限協力すること 
 通信網が麻痺しないよう、不要不急の電話の使用を控え、簡単

な連絡はＳＭＳ（ショートメッセージサービス）を利用するこ

と 
 負傷者や爆発物を発見した際、消防（１１９）、警察（１１２）

に通報し、韓国政府の被害復旧作業に協力すること 
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状況別の行動要領 
① 砲撃・空襲時の行動要領 

 落ち着いて速やかに避難 
 高層ビルやアパートではエレベーターを利用せず、非常階

段を利用して待避所へ迅速に避難 
（火災、砲撃などにより、エレベーターが停止し、閉じ込

められる恐れがある） 
 車両は道路の右側または空いたスペース（鍵はさしたまま

とする）に停車させ、速やかに最寄りの待避所へ移動する 
 外出中、待避所への移動が困難な場合、溝、くぼみ、遮へ

い物等にできるだけうつぶせの状態で隠れる 
（砲撃が止んでいる間に最寄りの待避所へ移動する） 

 破片や火災に注意 
 爆発によるガラス片や煉瓦残骸などの破片、大型家具及び

家電製品の倒壊に注意すること 
 火災により発生した有毒ガス等による被害をうけないよ

う、マスク、ハンカチなどで口と鼻をおおい、できるだけ

低い姿勢で移動すること 
 服に火がついた場合も慌てず、両手で目と口をふさぎ、床

に転がって火を消すこと 
 建物の残骸等に閉じ込められても冷静に 

 無理に抜け出そうとせず、できるだけ楽な姿勢を維持し、

救助を待つこと 
 携帯電話による発信や近くにある配管、残骸等をたたいて

音を出すなど、周期的に救助信号を出すこと 
 ガス漏れによる爆発のおそれがあることから、マッチやラ

イターなどを使わないこと 
② 化学兵器による攻撃時の行動要領 
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 化学兵器攻撃時にみられる現象や症状 
 鳥、魚等が病気にかかったり、へい死する 
 人体には目の痛み、呼吸困難、体のけいれん、皮膚が赤く

なるなどの症状 
 このような現象がみられれば、防毒マスクやマスク、ハン

カチ、ティッシュ等で口と鼻をおおい、迅速に避難する 
 地形や風向を考慮して避難 

 化学ガスは空気より重い性質があり、できるだけ高いとこ

ろや高い建物の室内へ避難 
 室内では外部の空気が入らないよう、出入口、窓、換気扇

は接着テープなどで防ぐ 
 室内でエアコン、空気清浄機の使用は、外部の空気が流入

し、かえって危険となるため使用しない 
 汚染地域から風が吹いてくる場合、左右の方向へ、風が汚

染地域へ吹く場合は風上方向へ移動する 
 汚染物質の迅速な除去及び専門医による治療 

 汚染物質や患者と接触せず、位置や症状などを記録し、消

防（１１９）や民防衛隊員に通報する 
 汚染物質があるところで露出した体の部位は、石けん、洗

剤等を利用し、水で１５分以上洗い流し、汚染された服は

ビニール袋やプラスチック容器に密封すること 
 病院や応急診療所で専門医の診断と治療を受けること 

③ 生物兵器による攻撃時の行動要領 
 生物兵器による攻撃時にみられる現象と症状 

 はっきりした原因がないまま動物や家畜が集団でへい死

する 
 多くの人が高熱、嘔吐、腹痛等の症状 

 汚染された物質や患者と接触禁止 
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 汚染された物質や患者と接触せず、位置、症状等を記録し、

消防（１１９）、民防衛隊員に通報する 
 マスク、ハンカチ、ティッシュ等で口と鼻をおおい、汚染

地域からできる限り遠くへ速やかに避難 
 避難後、安全な地域の病院、応急診療所で感染していない

か確認し、予防接種等を受ける 
 衛生管理の徹底 

 食料と飲料水は１５分以上沸かし、体と生活空間の衛生環

境を維持する 
 ペットに伝染するおそれもあり、感染していないか確認し、

管理を徹底する 
 韓国政府の案内及び最新情報を確認し、二次感染等を予防

する 
 生物兵器で汚染された疑いのある郵便物の処理 

 生物兵器に汚染された疑いのある郵便物が届いた場合、開

封せず隔離されたところに保管し、消防（１１９）民防衛

隊員に通報する 
 周辺にいる人を迅速に他の空間へ隔離した後、人的事項を

記録し、韓国政府関係者に伝達する 
 疑いのある粉末が漏れた場合、服やビニール等でおおい、

粉末が拡散しないようにする 
④ 核兵器による攻撃時の行動要領 

 核兵器が爆発した際の威力 
 強い閃光と、３，０００～４，０００度の高熱が放射され、

やけどや火災が発生する 
 爆発による衝撃、爆風による建物の崩壊、ガス等の爆発な

ど 
 放射能に汚染されたほこりや破片など、広範囲に拡散 
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 電磁波により、コンピューター、通信機器等の電子機器の

麻痺 
 核兵器による攻撃の前に地下待避所へ移動 

 核兵器による攻撃の警報が伝達された場合、速やかに地下

の待避所または地下施設（地下鉄駅、地下室など）深いと

ころへ避難 
 避難する時間的余裕が無い場合、排水路、溝等にできるだ

け体を低くして避難する 
 核兵器による攻撃時には、できる限り迅速に隠れる 

 核爆発による閃光を感じた場合、爆発とは反対の方向にう

つぶせになり、両手で目と耳をふさぎ、口を開くこと 
 核爆発後に出てくる放射能への露出を最小限にし、鉛やコ

ンクリート壁などの建物内へ避難する 
 核兵器による攻撃後、放射性降下物に注意 

 放射能は光、におい、味がなく五感による探知ができない 
 韓国政府の案内にしたがい、放射能降下物地域から避難し、

避難する時間的余裕が無い場合、地下の深い場所へ避難す

る 
 食料、飲料水等はビニール袋、ラップ、プラスチック容器

に密閉して保管する 
 避難時、ビニール、雨着、傘等で体を隠し、体の露出を最

小限にする 
 

備蓄物資 
 この「外国人のための非常時避難マニュアル」においては、備蓄物資 
として以下のものが紹介されています。 
① 食料：缶詰、プラスチック容器などで包装され、調理が簡単なもの 
② 水：１人あたり１日２リットル 
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③ 炊事用具：コッヘル、バーナー、ガス缶 
④ 救急薬品及び治療セット、病院の場合は処方箋 
⑤ ラジオ（電池式）及び予備電池 
⑥ 懐中電灯、ろうそく、ライター、マッチ 
⑦ 寝袋や毛布、厚手の服と肌着、丈夫な靴 
⑧ マスク、ゴム手袋、長靴、雨着、ガムテープ、石けん 
⑨ ティッシュ等の衛生用品 
⑩ 現金、重要書類 
 
民防衛警報の信号 

 
各警報について 
警戒警報：ＣＢＲ（化学、生物、放射性物質）兵器を含む敵の航空機誘導

弾または地上・海上戦力による攻撃が予想される場合に発令 
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空襲警報：ＣＢＲ兵器を含む敵の航空機誘導弾や地上・海上戦力による攻

撃が切迫しているか進行中である場合に発令 
化生放警報：化生放はＮＢＣ（化学兵器、生物兵器、核兵器）の意味。敵

のＣＢＲ溶剤がばらまかれたり、ばらまかれたことが探知さ

れた場合、またはＣＢＲ兵器の攻撃により汚染が予想された

り、攻撃が確認された場合に発令 
警報解除：ＣＢＲ兵器を含む敵の航空機誘導弾または地上・海上戦力によ

る攻撃の徴候が消滅したり、さらなる攻撃が予想されない場合

に発令 
Ｄ Ｍ Ｂ：Digital Multimedia Broadcasting 放送事業者のチャンネ

ルを利用し、伝えられるデータ情報（文字または音声）を受

信できるようにされた放送システム 
Ｃ Ｂ Ｓ：Cell Broadcasting Service（緊急災難文字） 携帯電話に

特定の受信ＩＤを入力し、基地局から伝送されるデータ情

報（文字）を受信できるようにされた移動通信システムを応

用したサービス 
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【自分の情報】 

 

氏 名（アルファベット）                                       

生 年 月 日                 年      月      日  

血 液 型                     型（ＲＨ     ）  

住      所                                     

自宅電話番号          （       ）                 

携帯電話番号          （       ）                 

学校・勤務先                                     

                   （       ）                 

緊急連絡先            （       ）                 

旅券番号             外国人登録番号                 

アレルギー・持病                                         

服用している薬                                      
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【家族の情報】 

 

 

氏 名（アルファベット）                                  

生 年 月 日                 年      月      日  

血 液 型                     型（ＲＨ     ）  

携帯電話番号          （       ）                  

学校 ・ 勤務先          （       ）                 

旅券番号               外国人登録番号               

氏 名（アルファベット）                                  

生 年 月 日                 年      月      日  

血 液 型                     型（ＲＨ     ）  

携帯電話番号          （       ）                  

学校 ・ 勤務先          （       ）                 

旅券番号               外国人登録番号               
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氏 名（アルファベット）                                  

生 年 月 日                 年      月      日  

血 液 型                     型（ＲＨ     ）  

携帯電話番号          （       ）                 

学校 ・ 勤務先          （       ）                 

旅券番号               外国人登録番号               

氏 名（アルファベット）                                  

生 年 月 日                 年      月      日  

血 液 型                     型（ＲＨ     ）  

携帯電話番号          （       ）                 

学校 ・ 勤務先          （       ）                 

旅券番号               外国人登録番号               
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【メ  モ】 
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